
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）　

一

　
　

告　
　

示

○
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

二

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

二

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

二

○
道
路
の
区
域
決
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

　
　

公　
　

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

三

○
争
議
行
為
の
予
告　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
労
働
雇
用
課
）　

三

　
　

登　

載　

依　

頼

○
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
）　

四

○
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　

（
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
）　

四

○
指
導
力
強
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
の
会
議
の
開
催　

（
指
導
力
強
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
）　

五

　
　

正　
　

誤

○
平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
熊
本
県
公
告
第
百
二
十
九
号
（
白
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定
に
係

　

る
公
聴
会
の
開
催
）
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河　

川　

課
）　

五

　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
七
号

　
　
　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

　

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
三
項
中
「
及
び
第
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
条
の
四
第

　

一
項
」
に
改
め
る
。

　

（
理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　

正
す
る
。

　
　

第
七
条
の
表
中
「
及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

（
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　

正
す
る
。

　
　

第
七
条
の
表
中
「
及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
二
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

（
熊
本
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

熊
本
県
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
年
熊
本
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　

に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
第
三
条
第
一
項
」
を
「
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
条
の
二
第
一
項
」

　

に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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目　
　

次 

規　
　
　
　

則



熊
本
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
居
宅
療
養
管
理
指
導
】

熊
本
県
告
示
第
百
七
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

【
訪
問
介
護
】

熊
本
県
告
示
第
百
七
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
告
示
第
百
七
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
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告　
　
　
　

示

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

和
氣
内
科
医
院

熊
本
市
京
町
二
丁
目
二
番
四
十
号

事　

業　

者　

名

和
氣　

一
壽

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

有
限
会
社
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
安
樹

宇
土
市
三
拾
町
三
百
八
十
八
番
地
一

事　

業　

者　

名

有
限
会
社　

ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
安
樹

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

有
限
会
社　

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
安
樹

宇
土
市
三
拾
町
三
百
八
十
八
番
地
一

事　

業　

者　

名

有
限
会
社　

ケ
ア
サ
ー
ビ

ス
安
樹

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日

道
路の種

類
一
般

国
道〃一

般
県
道

路

線

名

三
二
五
号

〃

阿

蘇

吉

田

線

区

域

変

更

す

る

区

間

阿
蘇
郡
長
陽
村
大
字
河
陽
字
下
牧

　
　
　
　

三
九
八
一
番
一
地
先
か
ら

阿
蘇
郡
高
森
町
大
字
高
森
字
町
上

　
　
　
　

一
一
七
七
番
一
地
先
ま
で

阿
蘇
郡
高
森
町
大
字
高
森
字
町
上

　
　
　
　

一
一
七
七
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
城
山

　
　
　
　

三
五
四
三
番
二
地
先
ま
で

阿
蘇
郡
白
水
村
大
字
一
関
字
大
久
保

　
　
　
　

一
三
〇
二
番
七
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

大
字
吉
田
字
一
本
杉

　
　
　
　
　

九
八
四
番
一
地
先
ま
で

阿
蘇
郡
白
水
村
大
字
一
関
字
大
久
保

　
　
　
　

一
三
〇
二
番
七
地
先
か
ら

同　
　

所　
　

大
字
吉
田
字
水
口

　
　
　
　

一
七
九
二
番
一
地
先
ま
で

前　後前後前後前後

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
五

　
　

〜

　

七
八
・
二

〇
・
〇

　

六
・
一

　
　

〜

　

三
三
・
八

〇
・
〇

　

九
・
五

　
　

〜

　

三
七
・
五

一
七
・
五

　
　

〜

　

六
〇
・
〇

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
四
、九
〇
八
・
〇

〇
・
〇

一
、
二
八
九
・
〇

〇
・
〇

八
五
五
・
八

三
三
〇
・
六

備　

考

旧

道

移

管
〃〃



熊
本
県
告
示
第
百
七
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
決
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
決
定
す
る
区
間
等

二　

区
域
決
定
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

熊
本
県
告
示
第
百
七
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

熊
本
県
公
告
第
百
六
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
三
年
八
月
七
日
確
定
し
た
県
営
郡
浦
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
の
計
画
の
一
部
を
変
更
し

た
い
の
で
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
と
と
も
に
こ
の
旨
公
告
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
計
画
変
更
に
よ
り
新
た
に
編
入
さ
れ
る
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
の
所
有
者
で
そ
の
農
用
地

に
つ
い
て
耕
作
若
し
く
は
養
畜
の
業
務
を
営
ま
な
い
も
の
又
は
こ
の
地
域
内
に
あ
る
農
用
地
以
外
の
土
地

を
所
有
権
以
外
の
権
原
に
基
づ
い
て
使
用
収
益
を
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
農
用
地
又
は
土
地
に
つ
い
て

こ
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
三

月
二
十
二
日
ま
で
に
三
角
町
農
業
委
員
会
に
申
し
出
る
こ
と
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

事
業
計
画
変
更
の
概
要

　
　

県
営
郡
浦
地
区
土
地
改
良
事
業
（
区
画
整
理
）
計
画
変
更
概
要
書

二　

公
告
場
所

　
　

三
角
町
役
場

熊
本
県
公
告
第
百
六
十
六
号

　

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
熊

本
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
執
行
委
員
長
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
一
日
付
け
で
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を

行
う
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
施
行
令
第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

争
議
行
為
の
目
的

　
　

医
療
保
険
制
度
の
大
改
悪
反
対
、
賃
上
げ
等
の
五
項
目
の
要
求
獲
得

二　

争
議
行
為
の
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
か
ら
目
的
を
実
現
す
る
ま
で
の
間
の
連
日
又
は
短
時
間

三　

争
議
行
為
の
種
類

　
　

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
中
の
重
症
患
者
の
た
め
に
最
低
必
要
な
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
全
組
合

　

員
又
は
一
部
組
合
員
に
よ
る
業
務
停
止
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
争
議
行
為

四　

争
議
行
為
を
行
う
場
所
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道

路
の

種

類

主

要

地
方
道

路
線
名

熊

本

高
森
線

区

域

決

定

す

る

区

間

阿
蘇
郡
高
森
町
大
字
高
森
字
町
上

　
　
　
　

一
一
七
七
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
城
山

　
　
　
　

三
五
四
三
番
二
地
先
ま
で

幅　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
一

　
　

〜

　

三
三
・
八

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
、二
八
九
・
〇

備　

考

区

域

編

入

道
路
の
種
類

一
般
県
道

路　

線　

名

熊

本

玉

名

線

供

用

開

始

す

る

区

間

熊
本
市
河
内
町
野
出

　
　
　
　
　

一
五
八
七
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

　
　
　
　
　

一
五
三
七
番
四
地
先
ま
で

延　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
〇
・
〇

備　
　

考

単

道

改

公　
　
　
　

告



　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

く
わ
み
ず
病
院
（
熊
本
市
神
水
一
丁
目
一
四｜

四
一
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

本
部
事
務
所
（
熊
本
市
神
水
一
丁
目
一
四｜

四
一
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

ぽ
っ
ぽ
保
育
所
（
熊
本
市
水
前
寺
二
丁
目
二
〇｜

一
二
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

平
和
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
熊
本
市
本
荘
二
丁
目
一
五｜

一
八
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

楠
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
熊
本
市
龍
田
五
丁
目
一｜

四
一
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

菊
陽
病
院
（
菊
池
郡
菊
陽
町
原
水
字
小
中
野
五
五
八
七
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

菊
陽
ぽ
っ
ぽ
保
育
所
（
菊
池
郡
菊
陽
町
原
水
字
小
中
野
五
五
八
七
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

水
俣
協
立
病
院
（
水
俣
市
桜
井
町
二
丁
目
二｜

一
二
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

水
俣
協
立
理
学
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
水
俣
市
桜
井
町
二
丁
目
二｜

一
一
）

　
　

特
定
医
療
法
人
芳
和
会　

八
代
中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク
（
八
代
市
永
碇
町
一
三
六
一
）

　
　

有
限
会
社
健
康
共
同
フ
ァ
ル
マ　

ひ
ま
わ
り
薬
局
（
熊
本
市
神
水
一
丁
目
二
一｜

一
六
）

　
　

有
限
会
社
健
康
共
同
フ
ァ
ル
マ　

コ
ス
モ
ス
薬
局
（
熊
本
市
龍
田
五
丁
目
一｜

四
五
）

　
　

有
限
会
社
健
康
共
同
フ
ァ
ル
マ　

さ
く
ら
薬
局
（
水
俣
市
桜
井
町
二｜

二｜

一
四
）

　
　

有
限
会
社
健
康
共
同
フ
ァ
ル
マ　

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
（
菊
池
郡
菊
陽
町
原
水
字
小
中
野
五
五
八
七
）

　
　

特
定
医
療
法
人
ピ
ネ
ル
会　

ピ
ネ
ル
記
念
病
院
（
熊
本
市
佐
土
原
一
丁
目
八｜

三
三
）

熊
本
県
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

松　

村　
　
　

昭

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日
（
月
）

　
　

午
後
二
時
三
十
分

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺
公
園
二
八｜

五
一

　
　

熊
本
テ
ル
サ

三　

議
題

　

１　

平
成
十
三
年
度
松
く
い
虫
被
害
対
策
の
実
施
結
果
等
に
つ
い
て

　

２　

第
二
次
松
く
い
虫
被
害
対
策
事
業
推
進
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

　

３　

そ
の
他

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
名

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
の
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
審

　
　

議
会
の
会
長
の
許
可
を
得
た
上
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
松
く
い
虫
被
害
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
林
務
水
産
部
森
林
整
備
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
五
六
二
〇
）

熊
本
県
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
県
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
協
議
会
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
長　

冨　

永　

清　

次

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
日
（
水
曜
日
）

　
　

午
後
三
時
か
ら

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
一
丁
目
三
十
三
番
十
八
号

　
　

水
前
寺
共
済
会
館　

一
階　

「
芙
蓉
」

三　

議
題

　

１　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
五
条
の
規
定
に

　
　

基
づ
く
熊
本
県
が
定
め
る
熊
本
県
農
業
振
興
地
域
整
備
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て

　

２　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
熊
本
県
が
定
め
る
芦
北
広
域

　
　

営
農
団
地
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　

３　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
次
の
市
町
村
が
定
め
る
農
業

　
　

振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

　
　

①
松
橋
町　

②
砥
用
町　

③
南
関
町　

④
合
志
町　

⑤
産
山
村　

⑥
嘉
島
町　

⑦
矢
部
町
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登　

載　

依　

頼



　
　

⑧
八
代
市　

⑨
千
丁
町　

⑩
人
吉
市　

⑪
姫
戸
町　

⑫
新
和
町

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
協
議
会
の
会

　
　

長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
熊
本
市
水
前
寺
六
丁
目
十
八
番
一
号

　
　

熊
本
県
農
業
振
興
地
域
整
備
促
進
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
農
政
部
農
政
課
農
振
係
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
五
三
二
五
）

指
導
力
強
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
公
告
第
一
号

　

指
導
力
強
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
庁
義
務
教
育
課
長　

石　

井　

二　

三　

男

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
八
日
（
月
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
水
前
寺

　
　

水
前
寺
共
済
会
館
二
階　

鳳
凰
１

三　

議
題

　

１　

指
導
力
不
足
教
員
に
つ
い
て

　

２　

指
導
力
強
化
の
た
め
の
研
修
体
制
等
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
事
務
局
の
指

　
　

示
に
よ
り
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
水
前
寺

　
　

指
導
力
強
化
に
関
す
る
検
討
委
員
会
事
務
局
（
熊
本
県
教
育
庁　

義
務
教
育
課
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
三｜

一
一
一
一　

内
線
六
七
八
六
）

　

平
成
十
四
年
二
月
二
十
七
日
熊
本
県
公
告
第
百
二
十
九
号
（
白
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定
に
係
る
公

聴
会
の
開
催
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。
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正　
　
　
　

誤

ペ
ー
ジ

三

段上

行
二
十
七

正

閲
覧
期
間

誤

閲
覧
場
所
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年　
三　
月　
十
一　
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
三　
月　
十
一　
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


